
町
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
４

《
要
予
約
》マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

手
続
き
の
た
め
の
特
別
開
庁

日
４
月
１８
日（
土
）
９
時
〜
１２
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
領
、

電
子
証
明
書
の
更
新
業
務
を
行
い
ま
す
。

窓
口
で
申
請
用
の
写
真
撮
影
の
サ
ー
ビ
ス

も
行
い
ま
す（
無
料
）。
平
日
の
業
務
時
間
内

に
来
る
こ
と
が
難
し
い
方
は
、
こ
の
機
会
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
電
話
で
の
予
約

を
お
願
い
し
ま
す
。
※
特
別
開
庁
時
は
、
通

常
の
窓
口
業
務（
住
民
票
等
証
明
書
の
発
行

や
住
民
異
動
の
手
続
き
）は
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

昨
年
度
か
ら
マ
イ
ナ
保
険
証
の
本
格
的
な

運
用
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
方
々
に

ご
利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
保

険
証
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
所
持
し
て

い
れ
ば
、
役
場
窓
口（
町
民
課
戸
籍
住
民
担

当
）や
医
療
機
関
、
薬
局
、
コ
ン
ビ
ニ
や
お

手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
ご
登
録
い

た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利

用
す
る
と
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。

①
限
度
額
適
用
認
定
証
等
が
不
要

マ
イ
ナ
保
険
証
で
受
診
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
よ
っ
て
医
療
機
関
に
負
担
区
分
情
報
が

提
供
さ
れ
る
た
め
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等

の
提
示
お
よ
び
事
前
申
請
が
不
要
と
な
り
ま

す
。

※
同
月
内
に
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
さ

れ
、
限
度
額
を
超
え
る
支
払
い
が
発
生
し
た

場
合
は
、
後
日
に
高
額
療
養
費
と
し
て
給
付

さ
れ
ま
す
。

②
よ
り
よ
い
医
療
の
受
診

過
去
の
診
療
内
容
や
処
方
さ
れ
た
薬
剤
情

報
、
特
定
検
診
情
報
等
に
よ
り
、
ご
自
身
の

健
康
・
医
療
情
報
に
基
づ
い
た
適
切
な
治
療

に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
解
除

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
が
お
済
み
の
方

で
、
施
設
入
居
や
ご
家
庭
の
事
情
等
に
よ

り
、
登
録
を
解
除
さ
れ
た
い
方
は
、
町
民
課

窓
口
で
登
録
解
除
届
を
ご
提
出
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
解

除
お
よ
び
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
一
定
の
配
慮
が
必

要
な
方
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
登
録
を
解

除
せ
ず
資
格
確
認
書
を
交
付
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
町
民

課
保
険
年
金
担
当
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
確
認

書
に
関
す
る
運
用
が
変
わ
り
ま
す

現
在
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
暫
定
措
置
と
し
て
マ
イ
ナ
保

険
証
の
登
録
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
資
格
確
認

書
を
交
付
し
て
お
り
ま
す
が
、
７
月
の
年
次

更
新
か
ら
の
運
用
方
法
が
次
の
と
お
り
変
更

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
在
の
運
用

マ
イ
ナ
保
険
証
登
録
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
資
格
確
認
書
を
交
付

７
月
年
次
更
新
か
ら

○
令
和
８
年
８
月
１
日
時
点
で
８５
歳
以
上
の

被
保
険
者

マ
イ
ナ
保
険
証
登
録
の
有
無
に
関
わ
ら
ず

資
格
確
認
書
を
交
付

○
令
和
８
年
８
月
１
日
時
点
で
８５
歳
未
満
の

被
保
険
者

▼
マ
イ
ナ
保
険
証
を
登
録
済
み
の
方

⇒

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
交
付

▼
マ
イ
ナ
保
険
証
を
未
登
録
、
ま
た
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
未
作
成
の
方

⇒

資
格
確
認
書
を
交
付

健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
ら
必
ず

届
出
を
！

社
会
保
険
や
共
済
な
ど
の
健
康
保
険
の
資

格
が
な
く
な
り
国
保
に
加
入
す
る
と
き
は
、

原
則
と
し
て
１４
日
以
内
に
届
出
が
必
要
で

す
。
国
保
に
加
入
す
る
と
き
は
、
前
の
保
険

の
喪
失
日
が
わ
か
る
証
明
書
を
お
持
ち
に
な

り
、
速
や
か
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
ご
本
人
と
同
時
に
国
保
加
入
す
る

扶
養
親
族
等
が
い
る
場
合
、
該
当
す
る
方
の

お
名
前
と
喪
失
日
が
併
記
さ
れ
て
い
る
証
明

書
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
社
会
保
険
等
に
加
入
し
て
、
国
保

を
脱
退
す
る
と
き
も
届
出
が
必
要
で
す
。
届

出
が
な
い
と
、
保
険
に
二
重
加
入
し
て
い
る

こ
と
と
な
り
、
被
保
険
者
の
方
が
保
険
税
を

二
重
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
社
会
保
険
等
に
加
入
し
た
場
合
は
、
新

し
い
社
会
保
険
と
国
保
両
方
の
資
格
確
認
書

ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
お
持
ち
に

な
り
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
の
方

で
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
上
で
喪
失
日
が
分
か

る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
画
面
を
印
字

し
て
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
で
も
、
お
手
続

き
が
可
能
で
す
。

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
額
が

変
わ
り
ま
す

令
和
８
年
４
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

は
月
額
１
７
、９
２
０
円（
前
年
度
よ
り
４
１

０
円
引
き
上
げ
）と
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
一
人
当
た
り
の
賃
金
の
伸
び

率
・
物
価
に
応
じ
て
改
定
さ
れ
ま
す
。

年
金
を
支
え
る
力
と
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
た
め
に
、
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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日日時 場場所 料料金 対対象者 申申込 内内容 定定員 問問合せ 他その他

広
告

福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

０
７
１
６

国
民
年
金
保
険
料
の
二
重
納
付
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
初
め
て

口
座
振
替
に
よ
る
前
納
申
し
出
を
さ
れ
た
時

期
に
よ
っ
て
、
現
金
で
納
め
る
納
付
書
が
届

い
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
前
納
申
し

出
を
し
た
保
険
料
が
口
座
振
替
さ
れ
る
前
に

現
金
で
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
現
金
納
付
が

優
先
さ
れ
、
口
座
振
替
に
よ
る
前
納
割
引
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い（
口
座
振
替
分
に
つ
い
て

は
、
後
日
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
還
付
手
続

き
に
つ
い
て
の
案
内
が
届
き
ま
す
）。納
付
方

法
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
た
い
場
合
は
、
川
越

年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
川
越
年
金
事
務
所

℡
０
４
９－

２
４
２－

２
６
５
７

国
民
年
金
保
険
料
を
後
払
い
で
き
る

学
生
納
付
特
例
制
度

２０
歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で
あ
っ
て
も
国

民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
義
務

が
発
生
し
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
的
に
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
保
険

料
を
後
払
い
に
で
き
る
「
学
生
納
付
特
例
」

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

次
の
必
要
書
類
等
を
ご
準
備
の
上
、
町
民

課
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
て
お
手

続
き
く
だ
さ
い
。

①
学
生
証（
在
学
期
間
が
確
認
で
き
る
も
の
）

ま
た
は
在
学
証
明
書

②
基
礎
年
金
番
号
も
し
く
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

③
会
社
な
ど
を
退
職
さ
れ
て
学
生
と
な
っ
た

方
は
次
の
い
ず
れ
か
を
添
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

▼
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

▼
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

▼
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
確
認
通
知
書

○
申
請
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト

▼
申
請
期
間
お
よ
び
承
認
期
間：

申
請
は
年

度
ご
と
に
必
要
と
な
り
、
令
和
８
年
度
の
申

請
お
よ
び
承
認
期
間
は
、
令
和
８
年
４
月

（
ま
た
は
２０
歳
の
誕
生
月
）か
ら
令
和
９
年
３

月
ま
で
と
な
り
ま
す（
申
請
日
に
お
い
て
過

去
２
年
１
か
月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま

す
）

▼
継
続
申
請：

前
年
度
に
学
生
納
付
特
例
が

承
認
さ
れ
、
今
年
度
も
引
き
続
き
同
一
の
学

校
に
在
学
期
間
が
あ
る
方
に
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ

れ
ま
す（
※
）。
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
い
た
だ
き
、
返
送
し
て
い
た
だ
く
こ
と

で
申
請
が
行
え
ま
す
。

※
在
学
す
る
学
校
等
が
変
わ
っ
た
方
に
つ
い

て
は
、
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
で
は
申
請
を

行
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
前
年
度
に
申
請
さ
れ

た
時
期
に
よ
っ
て
は
、
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請

書
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
改
め
て
窓
口
、
ま
た

は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
て
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

令
和
７
年
度

手
話
奉
仕
員
養
成

講
座（
入
門
編
）閉
講
式

令
和
７
年
９
月
か
ら
令
和
８
年
３
月
ま
で

実
施
し
た
入
門
編
の
閉
講
式
を
行
い
、
７
名

の
方
に
終
了
証
を
授
与
し
ま
し
た
。
講
師
を

は
じ
め
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ま
方
の
ご
協
力
に

感
謝
い
た
し
ま
す
。

令
和
８
年
度
も
滑
川
町
と
共
同
で
講
座
を

実
施
す
る
予
定
で
す
。
今
年
度
は
嵐
山
町
が

基
礎
課
程（
入
門
課
程
の
終
了
証
が
あ
る
方

が
対
象
）、
滑
川
町
が
入
門
課
程
と
な
り
ま

す
。
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
広
報
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
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